
里地里山保全活用行動計画（案）への意見及び対応案

意見
番号

意見の要約 意見に対する考え方

1 表紙 表題（計画名称） ・「里地里山の生物多様性の保全及び持続可能な利用」を
計画の主目的として明記し、それを主題とした行動計画に
改めるべき。
・計画名称も「里地里山生物多様性保全活用行動計画」に
改めるべき。

2 目次 全体構成 ・全章の文章構造をGBOやMAで使用されている概念的枠組み
に沿って組み直すことが望ましい。

3 目次 全体構成 ・生物多様性を脅かす要因を分析・記述するとともに、
個々の要因に対応した対応策と実行計画を記載すべき

本計画では、全体を通じておもに生物多様性国家戦略2010の「第2の危機」を
踏まえた記述を中心に構成していますが、他の圧迫要因もあることを踏ま
え、１（２）の第２段落に説明を追加します。

4 全般 ２．里地里山保全活用行動計画の目的
と位置付け
４．保全活用の方向性
７．国による保全活用施策

・具体性・実効性のある行動計画とするために、各施策の
計画内容に、評価可能な具体的な達成目標及び実施時期や
手順等を盛り込むべき。

本行動計画の達成状況よりも全国の里地里山の保全活用状況を評価（測定）
する必要があると考えており、そのための検討を進めていきます。

また、５（４）では、各地域での取組がそれぞれ順応的に進められるべきこ
とを述べています。

5 18及
び33

６．保全活用の進め方
７．国による保全活用施策

・第7章「国による保全活用施策」と第6章「保全活用の進
め方」は、両者の対応がとれるよう、わかりやすく改訂す
ることが望まれる。

多様な主体がさまざまな目的のもとに実施する施策に共通する横断的な課題
等を示した６．と国による施策の展開方向を示した７．はそれぞれの観点を
基本にした項目立てにしております。

6 18及
び33

６．保全活用の進め方
７．国による保全活用施策

・６章、７章においても、国以外の主体の役割や国の支
援・働きかけの内容を具体的に明記すべき。

６章においては国以外を含め多様な主体に共通する進め方を示しており、７
章は国の施策の展開方針等を明らかにするために記述しています。

7 1 １．問題の背景
 (1) 里地里山の定義と特性

・「多様な生態系サービスを享受しつつ自然と共生する豊
かな生活文化が形成されてきた」ことの重要性をもっと説
明すべき。

ここでは「里地里山の定義と特性」として簡潔に重要性を示しています。ま
た、こうした多様な生態系サービスの発揮を目指す方向性については、４
（３）に記述しています。

意見の該当箇所
（頁・目次項目等）

本計画には、例えば自然とのふれあいの観点から里地里山を保全活用するこ
とを含んでいることなどから、名称や構成は原案のとおりが適当と考えてい
ます。

資料１－３
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意見
番号

意見の要約 意見に対する考え方
意見の該当箇所

（頁・目次項目等）
8 1 １．問題の背景

(2) 里地里山の現状
・１．(2) 里地里山の現状　は、「生物多様性・生態系
サービスの現状」と「これらを脅かす要因」に分けて記述
すべき。

・第2の危機だけでなく、開発行為、外来種など、生物多様
性を脅かす要因について十分に分析・記述すべき

１（２）では、要因についても現状の背景としてまとめて記述をしていま
す。
また、本計画では、全体を通じておもに生物多様性国家戦略2010の「第2の危
機」を踏まえた記述を中心に構成していますが、他の圧迫要因もあることを
踏まえ、１（２）第２段落を次のとおり修正します。

「国土全体を見れば、開発による生物の生息環境の消失や悪化、また、外来
生物による生態系の攪乱等も生物多様性保全上の課題となっていますが、人
の営みによって維持されてきた里地里山においては、特に、人のかかわり方
の変化が大きな影響を及ぼしています。このため、各地の里地里山で、動植
物の生息・生育環境の質の低下、野生鳥獣との軋轢、ゴミ投棄、景観・国土
保全機能の低下などのさまざまな問題が生じています。」

9 1 １．問題の背景
(2) 里地里山の現状

・里地里山の現状（問題）としては、１．(2)に掲げられて
いる事項以外にも、公的機関や私有地内での開発行為があ
るが、これらについては現状では歯止めができていない。

本計画では、全体を通じておもに生物多様性国家戦略2010の「第2の危機」を
踏まえた記述を中心に構成していますが、他の圧迫要因もあることを踏ま
え、１（２）の第２段落に説明を追加します。

10 4 １．問題の背景
(3) 里地里山の重要性
 5）地球温暖化の防止

・地球温暖化防止の取組主体として、地方自治体も記載す
べき。

・また、脚注5には、経済産業省の国内クレジットも明記す
べき。

「政府機関、」を「国、地方公共団体、」に修正します。

脚注については、本文が森林整備による吸収についても述べていることか
ら、吸収と排出削減の両方を対象としているJ-VER制度を説明しています。

11 6 ２．行動計画の目的と位置付け ・「里地里山の生物多様性の保全及び持続可能な利用」を
計画の主目的として明記し、それを主題とした行動計画に
改めるべき。

本計画には、例えば自然とのふれあいの観点から里地里山の保全活用するこ
とを含んでいることなどから、名称や構成は原案のとおりが適当と考えてい
ます。

12 6 ２．里地里山保全活用行動計画の目的
と位置付け

・行動計画の達成状況の定期点検の実施を本文に記載すべ
き。

本行動計画や各施策の達成状況よりも全国の里地里山の保全活用状況を評価
（測定）する必要があると考えており、そのための検討を進めていきます。

13 6 ２．里地里山保全活用行動計画の目的
と位置付け
(1) 行動計画の目的

・（行動計画の）目的を、里山の実情を知らない人々に、
知るための機会を提供することとする。

２（１）において、里地里山の意義についての国民の理解を促進することを
本計画の目的の一つとしています。

14 9 ４．保全活用の方向性 ・里山の維持管理が、林業とは違う「里山業」として成り
立ち若者が魅力を感じる職業として定着するよう、軌道に
乗るまでの助成をお願いしたい。

活動のための資金の確保や支援については、６（１）、（２）、（６）２）
などに記述しており、今後はこれらを基本として推進していきます。
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意見
番号

意見の要約 意見に対する考え方
意見の該当箇所

（頁・目次項目等）
15 10 ４．保全活用の方向性

(2) 地域の典型的里地里山の保全活用
を通じた国土ﾚﾍﾞﾙでの生物多様性の保
全

・「広域的な生態系ネットワーク」推進のための具体的施
策についても明記すべき

広域的な生態系ネットワークの考慮については、７（２）の「現状と課題」
に記述しています。

16 11 ５．保全活用の基本方針
(1) 各主体の役割分担
 １）国
 ②個別地域の取組の支援

・地域の活動主体等には、地方公共団体も含まれるとし
て、地方への財政的支援を強化すべき。

「地域の活動主体等」にはそれが地方公共団体である場合も含まれていると
考えています。

17 11 ５．保全活用の基本方針
(1) 各主体の役割分担
 １）国
 ②個別地域の取組の支援

・国は、生物多様性保全などの観点から、地域の活動主体
等に活動経費等の支援を行うとしているが、この生物多様
性保全の観点とは何か、具体的要件が不明瞭。

具体的な要件は個別の支援に当たって検討されるものであり、本計画で限定
することは適当ではないと考えます。

18 12 ５．保全活用の基本方針
(5) 各主体の役割分担
 2) 地方公共団体

・地方自治体による、放置里山の所在、許可できる作業内
容や期間、また活動する側の活動内容、資格などをリスト
アップした「里山バンク」の整備など、相互に協力できる
体制づくりが必要。

活動団体等と地権者等とのマッチングについては、６（６）３）③に記述し
ており、ご提案はその一手法として、今後の参考にさせていただきます。

19 12 ５．保全活用の基本方針

(1) 各主体の役割分担
 2) 地方公共団体

・都道府県と市町村では、地域での取組意識が異なるた
め、それぞれに期待する役割は分けて明記すべき。

地方公共団体に期待される役割は、地域の実情により一定ではないと承知し
ていますが、ここでは共通する基本的な事項を記述しており、都道府県レベ
ルと市町村レベルとに二分できるものではないと考えています。

20 13 ５．保全活用の基本方針
(1)  各主体の役割分担
図３

・図３は、国以外の主体に期待されている役割、また、国
が他の主体に対して行う支援・働きかけなど、各主体の役
割分担・関連性をわかりやすく表現すべき

ここではそれぞれの基本的な役割を簡潔に記述しています。ご意見は今後の
施策の参考とさせていただきます。

21 17 ５．保全活用の基本方針
(4) 生物多様性の観点の反映

・順応的管理の具体的なプロセスとして、全国的なモニタ
リング調査の結果を活用した生物多様性総合評価やこれを
踏まえた施策の点検と新たな施策の検討を行うことを明記
すべき。

生物多様性総合評価等は里地里山だけでなく全国を対象とした施策であり、
本計画においてその施策の動向を規定することは適当ではないと考えていま
す。

また、本行動計画は全国各地の取組を展開することを目的としており、各地
域での取組がそれぞれ継続的なモニタリングに基づいて順応的に進められる
べきだと考えています。

22 18 ６．保全活用の進め方
(1) 国民的取組のための基盤づくり

・里地里山の保全の重要性について、もっと広報・普及活
動を強化すべき

ご指摘のとおりであり、今後の施策として充実に努めます。
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意見
番号

意見の要約 意見に対する考え方
意見の該当箇所

（頁・目次項目等）
23 18 ６．保全活用の進め方

(1) 国民的取組のための基盤づくり
・そのための手段の一つとして、喫茶店等を利用して、里
山の実情（魅力と問題点）を紹介・説明し、参加者との意
見交換を行う里山カフェ開催を提案する。
　小中高等学校の林間学校、大学のサークルなどに向けた
オーダーメイドの里山カフェも検討する。

ご提案の「里山カフェ」は６（１）の「国民的取組のための基盤づくり」や
７（１）「国民の関心や理解の促進」の一手法として、今後の施策の参考に
させていただきます。

24 19 ６．保全活用の進め方
(1) 国民的取組のための基盤づくり
（参考２）協働による取組を支える
コーディネート組織の例

・参考２は、p18の「国民、企業等による寄附や協賛金の受
け皿となる基金などの設置」の参考事例として挙げられて
いるので、表題も合わせた方が良い。

コーディネート組織の例は参考14にあるので、ご指摘の通り「企業等による
寄附や協賛金の受け皿となる基金の設置の例」に修正します。

25 21 ６．保全活用の進め方
(2) 経済的手法の導入
 ①森林の多面的機能の評価・認証によ
るインセンティブ

・本文では、「民間企業のインセンティブを高める」とし
ているが、①では、「森林所有者などのインセンティブを
高める」としており、整合がわかりにくい。

ご指摘を踏まえ、冒頭の
「民間企業による取組へのインセンティブを高め・・・」を「地域産品のブ
ランド化や高付加価値化を高め・・・」に修正します。

26 21 ６．保全活用の進め方
(2) 経済的手法の導入
 ②生物多様性保全の観点からの評価

・「生物多様性の保全の観点からの評価」という表題と本
文の内容が整合していない。

・里山・里海SGAと国際的な枠組みの関係を具体的に明示す
べき。

ご指摘を踏まえ、６．（２）②の表題を「里地里山の生態系サービスの評
価」と修正します。

また、里山里海SGAについては、脚注を追加して説明を補足します。

27 21 （参考５）地方公共団体によるCO2吸収
量の評価・認証制度の事例

・森林によるＣＯ２吸収量の評価・認証制度の事例として
は、京都府の事例だけでなく、国の認証制度として、Ｊ－
ＶＥＲにも言及すべきではないか。

J-VERについては１（３）５）の脚注で説明しています。

28 23 ６．保全活用の進め方
(4) 里地里山の現状把握とモニタリン
グの推進
 ① 全国の里地里山のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞと評価

・広域的な生物多様性モニタリングの推進に市民・NGOの参
画が不可欠であることを明記すべき

５（１）５）市民、NPOの役割の所に、「里地里山の保全活用や生物多様性の
モニタリング調査に直接参加したり・・・」と修正します。

29 23 ６．保全活用の進め方
(4) 里地里山の現状把握とモニタリン
グの推進
 ② 保全活用の取組におけるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等
の強化

・生物多様性や生態系サービスのモニタリング・評価にお
いては、「指標種」ではなく「指標」の選定を進めるべき

ご指摘のとおり「指標種」→「指標」に修正します。

30 26 ６．保全活用の進め方

(6) 地域レベルでの取組基盤の整備
 1) 協働と持続性確保のための枠組
み・体制の整備

・参考９の挿入位置は、内容とのつながりから後に移動す
べき。また、参考９の内容として計画等の策定にも触れる
べき。

ご指摘のとおり参考９の挿入位置を③の後に移動します。
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意見
番号

意見の要約 意見に対する考え方
意見の該当箇所

（頁・目次項目等）
31 27 ６．保全活用の進め方

(6) 地域ﾚﾍﾞﾙの取組基盤の整備
 2) 地域の自発的取組を促す支援体制
の強化
 3) 広域的な枠組みの整備
 ① 保全活用の枠組みとなる制度整備
や計画等の策定
 ② 支援のための安定的財源の確保

・財源確保のための方策検討の具体策として、都道府県の
税しか入っていない。国の財源も明記すべき。

ここでは継続的な財源確保のわかりやすい例として都道府県の税を挙げてい
ます。
国の財源については、７の中で記載しています（中山間地域等直接支払制
度、農山漁村地域整備交付金、重要文化的景観に関する国庫補助金、生物多
様性保全推進交付金など）。

32 30  (参考12) 保全活用の枠組みとなる条
例や計画等の事例

・千葉県里山活動協定と里山基本計画に関する記述を最新
のものに修正されたい。

ご指摘のとおり修正します。

33 31 (参考13)
支援のための安定財源確保の例

・「富山県森づくり条例」の制定は、平成18年6月であるの
で、修正願いたい。（平成19年4月1日施行）

ご指摘のとおり修正します。

34 32 ６．保全活用の進め方
(6) 地域レベルでの取組基盤の整備
 3) 広域的な枠組みの整備
③コーディネート組織の整備

・参考１への参照は、内容がそぐわないのでやめるべき。 参考1への参照については、ご指摘のとおり削除します。

35 33 ７．国による保全活用施策 ・確実に生物多様性と生態系サービスの保全の実現に向
かった計画とするために、（1）～（8）の施策の記載は、
MAやGBOの概念的枠組み（PSR/DPSIRモデル等）にならって
再整理することが望ましい。
　すなわち、「①生物多様性及び②生態系サービスの保
全・再生」「③生物多様性に悪影響を与える直接・間接的
要因の軽減・排除」「④対策を進めるための基盤強化」に
区分して施策を書き分け、再整理する。

本計画には、例えば自然とのふれあいの観点から里地里山の保全活用するこ
とを含んでいることなどから、構成は現案のとおりが適当と考えておりま
す。

36 33 ７．国による保全活用施策 ・「生物多様性の直接的な保全・再生を目的とした施策」
の記述を特に充実すべき。

本計画では、全体を通じておもに生物多様性国家戦略2010の「第2の危機」を
踏まえた記述を中心に構成していますが、他の圧迫要因もあることを踏ま
え、１（２）第２段落に説明を追加します。

37 33 ７．国による保全活用施策 ・農地減尐の最大要因は、相続に伴う農地の売却・宅地化
にある。就農希望者への農地の仲介など休耕地を減らして
いく取組とともに、農地法の見直しが必要。

農業の担い手の確保のための施策については、７（４）に記述しています。
法律の見直しに関して本計画に直接記述することはできませんが、今後の施
策の参考とさせていただきます。
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意見
番号

意見の要約 意見に対する考え方
意見の該当箇所

（頁・目次項目等）
38 35 ７．国による保全活用施策

(2) 生物多様性の把握や評価のための
科学的基盤の整備

・資源管理のあり方が生物多様性に与える影響が十分解明
されていない中で、いたずらに管理の促進をうたうのは必
ずしも保全につながらない。以下の３つに関する研究の推
進を明記すべき

①森林や農地の管理のあり方や、広域的な土地利用が生物
多様性に与える影響
②生態系サービスが農林業にもたらす恩恵
③遺伝的多様性の現状

ご指摘を踏まえ、７．（２）に、「グリーン・イノベーションを推進する観
点からも、生態系サービスの持続可能な利用に関する科学的知見の提示や自
然資源の新たな利用技術の開発により、里地里山の保全活用を推進していく
ことが重要です。」を追記し、さらに施策にも、「⑩環境研究総合推進費を
はじめとする競争的研究資金制度の活用により、生物多様性の評価・予測モ
デルの開発・適用や生態系サービスの定量化、地域レベルでの侵略的外来種
防除や生態系保全回復技術等に関する研究を推進します。（環境省）」を追
記します。

39 35 ７．国による保全活用施策
(2) 生物多様性の把握や評価のための
科学的基盤の整備

・全国規模のモニタリング調査の結果を生物多様性総合評
価や新たな施策の検討に活用する旨明記すべき

生物多様性総合評価等は里地里山だけでなく全国を対象とした施策であり、
本計画においてその施策の動向を規定することは適当ではないと考えていま
す。

また、本行動計画は全国各地の取組を展開することを目的としており、各地
域での取組がそれぞれ継続的なモニタリングに基づいて順応的に進められる
べきだと考えています。

40 37 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全

・国として「典型的な里山」の特定にむけた作業をすすめ
るとともに、開発による破壊・分断化を防ぐため、国・地
方自治体が、「典型的な里山」を優先的に保護地域指定し
ていく、という指針を示すべき。

重要な里地里山について保護地域指定による保全管理を検討することが有効
な場合があることは７（３）１）に記述しているとおりですが、４（２）の
典型的な里地里山を対象とすべきかどうかは地域ごとに個別の検討が必要だ
と考えます。
また、各計画との関連については、７の冒頭にまとめて記述しているとおり
です。

41 37 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全

・生物多様性の直接的な保全を目的とした施策について、
より多く具体的に明記すべき。

・絶滅の危険性が急速に高まっている種を特定し、種の保
存法等や自然公園法（指定動物への指定）、文化財保護法
等を用いて優先的に保全再生を図ることを明記すべき。

個別の法制度の運用について本計画に直接記述することはできませんが今後
の参考とさせていただきます。

42 37 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全

・重要な里地里山は、国立・国定公園、生息地等保護区、
保安林などとして、できるだけ早く多く指定し、同時に保
護すべき種の指定も増やすべき。この場合、数値目標と達
成年を定めることが必要。

重要な里地里山について保護地域指定による保全管理を検討することが有効
な場合があることは７（３）１）に記述しているとおりですが、対象とすべ
き地域の抽出が今後の検討課題であることなどから、現時点で箇所数や面積
等の数値目標を定めることは適当ではないと考えます。
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意見
番号

意見の要約 意見に対する考え方
意見の該当箇所

（頁・目次項目等）
43 37 ７．国による保全活用施策

(3) 野生動植物や保護地域等の保全
・指定地は、生物多様性を保全できる規制内容とすべき。 具体的にどのような保護地域に指定すれば生物多様性保全に有効かは地域ご

とに検討する必要があります。ご指摘は今後の施策の参考とさせていただき
ます。

44 37 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全

・指定された生息地と種に対する「汚染者負担の原則」に
従った環境損害の防止と原状回復の制度化が必要。

新たな制度の創設に関して本計画に直接記述することはできませんが、今後
の施策の参考とさせていただきます。

45 37 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全
 1) 自然公園、特別緑地保全地区等の
保護地域の指定と管理

・各地域の典型的里山が広域的な都市計画の中でも保全対
象として位置づけられるよう、地方自治体の総合計画や都
市マスタープラン等での取り扱いを示したガイドラインを
示すべき。

各計画との関連については、７の冒頭にまとめて記述しているとおりです。

46 37 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全

・生物多様性の保全上重要だが急速に衰退している地域・
生態系タイプについて、優先的に自然再生事業を推進して
いくことを加筆すべき。

衰退している里地里山を自然再生事業の対象とすべきかどうかは、個別に地
域の状況に応じて判断されるべきと考えます。

47 37 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全 ・固有の遺伝子・表現型を有する伝統的な家畜・農作物の

保全施策の実施を加筆すべき。

ご指摘の家畜・農作物の遺伝的多様性については、生物多様性保全上の影響
が明らかになっているとはいえない段階だと考えられるため、今後の参考に
させていただきます。

48 38 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全
 3) 二次的自然を生息・生育環境とす
る野生動植物の保護（生息・生育環境
の保全・管理）

・松食い虫防除は自然環境破壊が甚だしいので、対策を考
えて欲しい。

ご指摘を踏まえ、７．(3) 2)の施策に、以下を追加します。
「松くい虫被害拡大の先端地域における防除対策の重点化や保全すべき松林
などの重点化、ナラ枯れ対策などを一層推進するとともに、病虫害に対して
抵抗性を有する品種の開発及び普及を推進します。（農林水産省）」
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（頁・目次項目等）
49 39 ７．国による保全活用施策

(3) 野生動植物や保護地域等の保全
 4) 人と野生鳥獣との軋轢などへの対
応

・「外来種の侵入」を、「人との軋轢」だけでなく「生物
多様性を脅かす要因」として取り上げ、国の役割として、
重点対策地域を特定する研究や対象地方自治体への積極的
な資金的支援等の対応策を記述すべき。

ご指摘を踏まえ、７．（２）に、「グリーン・イノベーションを推進する観
点からも、生態系サービスの持続可能な利用に関する科学的知見の提示や自
然資源の新たな利用技術の開発により、里地里山の保全活用を推進していく
ことが重要です。」を追記し、さらに施策にも、「⑩環境研究総合推進費を
はじめとする競争的研究資金制度の活用により、生物多様性の評価・予測モ
デルの開発・適用や生態系サービスの定量化、地域レベルでの侵略的外来種
防除や生態系保全回復技術等に関する研究を推進します。（環境省）」を追
記します。

なお、表題については、「人と野生鳥獣等との軋轢などへの対応」と修正し
ます。

50 39 ７．国による保全活用施策
(3) 野生動植物や保護地域等の保全
 4) 人と野生鳥獣等との軋轢などへの
対応

・イノシシ、シカ、サルだけでなく、外来種のアライグ
マ、ハクビシンによる農作物被害も拡大しており、また貴
重種の捕食など生態系への影響も出ている。
・外来種、野生獣の防除は部分的な対応では解決できな
い。

在来の獣類だけでなく外来種対策も重要であることや総合的な対策が必要で
あることは、７（３）４）に記述しています。

51 40 ７．国による保全活用施策
(4) 農林業活動や農山村の維持・活性
化を通した保全活用
 1) 生物多様性保全を重視した農林水
産業への理解の促進

・中山間地域等直接支払制度の範囲を林地・里山に広げて
使いやすくすると、保全に効果がある。

中山間地域等直接支払制度の拡充に関するご意見であり、本計画に直接記述
することはできませんが、今後の施策の参考とさせていただきます。

52 41 ７．国による保全活用施策
(4) 農林業活動や農山村の維持・活性
化を通じた保全活用
 3）生物多様性の保全に貢献する農林
業、農山村整備の促進

・「有機農業をはじめとする環境保全農業を推進し、生き
物と共生する農業生産推進の取組を進める」ための具体的
な措置が見えない。20年以上前から取り組んできたヨー
ロッパ諸国の経験を参考に実効性ある手法の制度化を提案
すべき。

新たな制度の創設に関して本計画に直接記述することはできませんが、今後
の施策の参考とさせていただきます。

53 41 ７．国による保全活用施策
(4) 農林業活動や農山村の維持・活性
化を通じた保全活用
 3) 生物多様性の保全に貢献する農林
業、農山村整備の促進

・圃場・道路整備，治山・治水事業には、生物多様性の衰
退要因となっているものも混在している。これらの要因の
軽減・排除も施策に盛り込むべき。

ご指摘の観点での施策については、７（４）３などに記述しています。

54 42 ７．国による保全活用施策
(4) 農林業活動や農山村の維持・活性
化を通じた保全活用
 3) 生物多様性の保全に貢献する農林
業、農山村整備の促進

・里地里山ではエコファーマー認定農業者は尐なく、効果
は低いので、「戸別所得補償制度」等において、条件の悪
い里地里山への交付額の充実を図るべき。

ここではエコファーマー認定の推進も同時に行うことを明記しています。ご
意見は今後の施策の参考とさせていただきます。
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番号

意見の要約 意見に対する考え方
意見の該当箇所

（頁・目次項目等）
55 42 ７．国による保全活用施策

(4) 農林業活動や農山村の維持・活性
化を通じた保全活用
 3) 生物多様性の保全に貢献する農林
業、農山村整備の促進    ⑦

・山砂利採取地周辺における生態系や水辺環境の悪化への
対策が早急に必要。

山砂利採取地周辺に限ってはいませんが、河川の生態系や水環境の悪化を防
止するための配慮については、７（４）３）などに記述しています。

56 43 ７．国による保全活用施策
(4) 農林業活動や農山村の維持・活性
化を通じた保全活用
 4) 地域コミュニティを軸にした協働
による取組の促進　⑤

・里地里山保全活用の取組支援の対象に、「棚田オーナー
制度」の他に、「クラインガルテンの活用」を追加するこ
とを提案したい。

ご指摘を踏まえ、７．(4) 4)の⑤を、以下のとおり修正します。

「棚田オーナー制度や市民農園として農業体験ができる空間を提供する取組
を支援します。（農林水産省）」

57 44 ７．国による保全活動
(6) 伝統的技術の再評価と新たな資源
としての活用

・これからは、地域において「食料」と「エネルギー」の
二つの地域自給を目指すとともに、生物多様性保全を進め
るまちづくりの制度化が必要。これを実現するための実効
性ある措置を明記してほしい。

里地里山における地域づくりのあり方の一つとして今後の施策の参考とさせ
ていただきます。

58 47 付表　里地里山保全活用に関連する都
道府県の条例や施策

・山梨県の施策として、「やまなし森づくりコミッション
の設立（多様な主体による森づくりを支援）」を記載され
たい。

ご指摘のとおり追記します。

59 47 付表　里地里山保全活用に関連する都
道府県の条例や施策

・森林整備等を目的とする税等を定めた条例と、里地里山
保全活用施策との関連性の区分け（○及び◎印）を精査す
べき。

◎印の条例には、「条文上、里地里山の記載があるもの」と「財源を活用し
た施策が里地里山に関連しているもの」が混在しており、誤解のおそれがあ
るため、◎は削除することとします。

60 49 付表　里地里山保全活用に関連する都
道府県の条例や施策（和歌山県の施
策）

・和歌山県の里地里山保全活用関連条例、施策の追加され
たい

ご指摘のとおり修正します。
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